
１１　　地地域域自自立立支支援援協協議議会会のの基基本本事事項項
（（１１））名名称称

（（２２））ホホーームムペペーージジＵＵＲＲＬＬ

（（３３））組組織織図図

２２　　地地域域自自立立支支援援協協議議会会のの委委員員

（（１１））委委員員名名簿簿

№ 役職 氏　名 備考

1 会長 小川　浩　

2 副会長 大塚　晃

3 小池　知子

4 椎尾　康

5 小野　正恵

6 平山　貴敏

7 石黒　雅浩

8 三橋　馨

9 大野　寿枝

10 廣瀬　征由

11 高橋　雅美

12 小笠原　桂子

13 長谷川三恵子

14 清水　水尾

15 鈴木　やす代

16 宮　嘉代子

17 不破めぐみ

18 鈴木　洋子

19 高橋　総一郎

20 大谷　勝

むぎの会 代表 家族・関係団体

4

7

区民代表 障害当事者 3

千千代代田田区区

11

東京弁護士会「高齢者・障害者の権利に関する
委員会」副委員長 法曹関係者 5

種　別
経験
年数

2

東京逓信病院　副院長兼神経内科部長 医療関係者 3

千代田区医師会 医療関係者

2

東京都立精神保健福祉センター所長 医療関係者

千千代代田田区区障障害害者者支支援援協協議議会会

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kenko/shogaisha/johoteikyo/data/kyogikai.html

学識経験者

2

3

2

所属

大妻女子大学　副学長

上智大学　名誉教授 学識経験者

九段訪問看護ステーション所長 医療関係者

千代田区知的障害者相談員

神田医師会 医療関係者

2

難病相談支援員 医療関係者 3

11千代田区身体障害者相談員 身体・知的障害者相談員

11

千代田区身体障害者相談員 身体・知的障害者相談員

身体・知的障害者相談員 11

千代田区知的障害者相談員 身体・知的障害者相談員

障がいをもつ子どもの現在（いま）と未来を考
える会 代表 家族・関係団体 2

11

千代田区さくらんぼの会 家族・関係団体 5

2

千代田区障害者共助会 会計 家族・関係団体

千代田区障害者共助会　副会長 家族・関係団体

千代田区障害者共助会推薦 家族・関係団体

コラム③ 都協議会の当事者参画の仕掛け 

～うちわ アイスブレイク等々～ 

 

  東京都自立支援協議会（以下「都協議会」）では、合理的配慮の考え方を大切にしなが

ら、当事者参画を推し進めてきました。当事者や委員からの意見を受け止め、より参加

しやすい協議会のあり方を模索し、さまざまな工夫を重ねています。ここでは、これま

でに行ってきた主な取組を紹介します。 

 

 

都協議会では、これまで当事者が参加しやすい体制づくりに取り組んできました。精

神障害のある当事者委員については、委員の意見を踏まえ、令和 3年度に 1名から 2名

へ増員しました。また、知的障害のある当事者委員については、「慣れない場では緊張

して意見をうまく伝えられない」という声を受け、当事者と支援者が一緒に委員として

参加する形に変更しました。これにより、支援者のサポートを受けながら、当事者が安

心して意見を表明できる環境を整えています。 

さらに令和 5年には、当事者参画をより一層進めることを目的に、第 8期都協議会の

グループ活動を見直し、「当事者参画グループ」と「協議会活性化グループ」に再編しま

した。当事者参画グループを設けたことで、障害種別をこえて当事者同士が交流し、意

見を出し合う機会が生まれました。 

会議運営においても、さまざまな合理的配慮を行っています。本会議や交流会、セミ

ナーの開催にあたっては、事前に内容を整理し、当事者と支援者に説明を行っています。

知的障害のある当事者には、ルビ付き資料や要約資料を用いるなど、分かりやすい説明

を心がけています。 

また、以前はロの字型に机を配置していましたが、「緊張して発言しづらい」という

意見を受け、現在は少人数のグループに分かれて話し合えるよう、座席配置を工夫して

います。あわせて、「ゆっくり」「わかりません」と書かれたうちわを各グループの机に

置き、話すスピードが早いときや内容が分からないときに、当事者がすぐ意思表示でき

るようにしました。この取組は、特に知的障害のある当事者から好評を得ています。 

さらに、グループでの話し合いの冒頭には、アイスブレイクの時間を設けています。

令和 7 年度第 1 回本会議では「旅行先で食べた一番おいしかった料理は何ですか」、第

2回本会議では「今一番頑張っていることは何ですか」というテーマで話をしました。

毎回、委員から楽しいエピソードが多く出され、和やかな雰囲気の中で会議が進んでい

ます。 

都協議会では、このように合理的配慮の

工夫を積み重ねながら、当事者が主体的に

参画できる協議会づくりに取り組んできま

した。今後も、当事者参画がより一層進むよ

う、引き続き工夫と改善を重ねていきます。 
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№ 役職 氏　名 備考

21 森田　扶美子

22 川野　圭一

23 永田　潔

24 的場　康芳

25 田部　季之

26 中田　弾

27 坂田　晴弘

28 前田　貴子

29 藤田　宏克

30 清水　章

31 小川　賢太郎

32 高木　明子

（（２２））委委員員構構成成

３３　　地地域域自自立立支支援援協協議議会会のの活活動動状状況況

　　（（１１））地地域域自自立立支支援援協協議議会会ででのの協協議議事事項項（（複複数数回回答答））

・基幹相談支援・相談支援及び地域生活支援拠点等の実績（中間報告・年度報告）
・事例の紹介（相談支援部会）

社会福祉協議会

③ 地域移行・地域定着支援に関すること。

・重層的相談支援及び地域生活支援拠点等について（相談支援部会）
・精神障害にも対応した地域生活ケアシステム構築のための協議（相談支援部会）

民生委員・児童委員

地域住民

その他

計

① 相談支援事業の運営体制に関すること。

全体会 計画部会 相談支援部会

ピアサポーター 0

NPO法人ホープ代表理事 障害福祉サービス等事業者

子ども部長 行政職員(区市町村)

千代田区障害者就労支援センター
センター長

0

1

雇用関係機関

企業

障害当事者

千代田区社会福祉協議会
在宅サポート課在宅サポート係長

2

6

1

0

2

社会福祉協議会 2

5

5

8

4

千代田区立障害者就労支援施設
(ジョブ・サポート・プラザちよだ)施設長 障害福祉サービス等事業者

千代田区民生・児童委員協議会

保健所

3

千代田区障害者よろず相談「Light(ライト)」
所長 相談支援事業者

1

雇用関係機関 1

学識経験者

　　　　　全体会・
　　　　　　　　部会名

2

児童発達支援・放課後等デイサービス事業所
ぴかいち　代表理事 障害福祉サービス等事業者

1

2

身体・知的障害者相談員

飯田橋公共職業安定所
専門援助第二部門統括職業指導官 雇用関係機関 1

2

保健福祉部長 行政職員(区市町村) 4

教育関係機関

　　種　別

医療関係者

44

地域保健担当部長(千代田保健所長)

差別解消支援
部会

保健所

民生委員・児童委員

1

2

1

千代田区立障害者福祉センター
えみふる施設長 障害福祉サービス等事業者

所属 種　別
経験
年数

1

4

1

1

1

4

相談支援事業者

6

2

0

障害福祉サービス等事業者

家族・関係団体

18

1

行政職員(区市町村)

法曹関係者

行政職員(都）

1

1

2

1

1

2

3

2

0

1

1

1

4

1

1

1

1

2

1

1

32 14 11

0
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４４　　地地域域自自立立支支援援協協議議会会のの活活性性化化

　　（（１１））法法改改正正にに伴伴うう地地域域自自立立支支援援協協議議会会のの見見直直しし等等（（複複数数回回答答））

（（３３））地地域域自自立立支支援援協協議議会会ととししてて把把握握ししてていいるる地地域域課課題題

⑦ 障害福祉計画等の進捗管理や調整

② 情報共有・情報発信

・障害福祉計画や障害児福祉計画の年度実績の報告及び進捗管理や達成率の確認
・計画改定に係る意見交換等

①　個別事例の検討を通じて、地域のサービスの開発・改善につなげた。

・相談実績の報告（差別解消支援部会）
・対応事例の報告（差別解消支援部会）
・区の障害者差別解消に関する活動及び実績報告（差別解消支援部会）

⑨ 障害者差別解消法や条例、権利擁護に関すること。

　基幹相談支援センターを中心とした地域の相談支援事業所による相談支援連絡会を年４回開催した。情報交換
及び事例研究を含めた検討会や勉強会を開催し、地域の相談支援の質の向上に取り組んでいる。

③ 権利擁護・虐待防止

　障害者福祉課内の障害者差別解消（合理的配慮）の相談窓口、区虐待防止センター内の虐待防止専用回線（24
時間対応）にて、虐待通報や相談に応じている。
　障害者虐待に関する状況及び通報・相談実績は、自立支援協議会障害者差別解消部会及び障害者虐待推進会議
に、報告を行っている。

⑦ 医療的ケア

　子育て・教育部署にて医療的ケア児等支援協議会を設置。医ケア児等への支援について、当事者家族を含め関
係機関による審議・検討を行っている。

⑤ 緊急時に備えた体制づくり

　広域又は東京都全域では福祉人材の確保や周知に関する取り組みを中心に行い、地域（区）では福祉の仕事に
関する理解促進を基盤に、福祉人材の採用・雇用につながるようなボランティア活動や職業体験の場・機会の提
供を行うといった、役割分担の明確化が図れると良い。

（（２２））地地域域自自立立支支援援協協議議会会ととししててのの役役割割（（複複数数回回答答））

各部会でそれぞれの専門分野に応じた地域課題について協議を実施している

・障害福祉計画、障害児福祉計画の実績報告及び評価
・各部会からの活動報告等

⑤ 地域課題の整理

① 相談支援の質及び量

　　イ　地域課題の中で、広域又は東京都全域で対応するほうが良いと考える課題

相談支援部会の中で具体例を出し、地域課題の抽出を踏まえ委員から意見をもらい、検討をした。

　　ア　地域課題に対して取り組んだ（取り組んでいる）内容又は取り組めなかった理由等
　　　　（複数回答）
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回

か所

　　（（２２））地地域域でで生生活活すするる当当事事者者のの声声のの反反映映（（複複数数回回答答））

　　（（３３））ＩＩＣＣＴＴのの活活用用（（複複数数回回答答））

５５　　相相談談支支援援体体制制のの拡拡充充【【新新規規】】
（（１１））相相談談支支援援体体制制をを推推進進すするるたためめのの取取組組（（複複数数回回答答））

　　ア　個別事例の検討を行った回数

2

　　イ　参加した事業者・機関等の数

障害者支援協議会 相談支援部会において、地域生活支援拠点等にかかるサービスの実績報告や事例検討等を行って
おり、拠点整備や機能充実について検討をしている。

⑥　障害のある人もない人も参加するイベント等を活用している。

令和7年12月　障害者週間記念理解促進事業を実施した。
年2回（令和7年9月、令和8年1月）、障害者サポーター養成講座を実施した。

⑤　地域で生活する当事者に対してアンケート調査等を実施している。

区のポータルサイトを活用し、障害当事者から区内で生活する中で「良かったこと」をアンケート方式で募集を始め
た（令和7年2月より）

①　当事者等が集合形式での参加が難しい場合、ハイブリッド形式（集合とリモートの双方に対応した方法）で会議
を実施

４～６

　　ウ　個別事例の検討を通じて取り上げた地域課題、サービスの開発・改善結果

・相談支援連絡会での事例検討を通じて支援課題・地域課題を抽出する仕組みに
　しているが、相談支援部会では報告に留まり、具体的な改善等の審議までは
　できなかった。
　【主な課題】①地域における強度行動支援のある障害者への支援の脆弱さ
　　　　　　　②サービスにつながらない方へのアプローチ方法について　　等。

⑤　地域の相談支援事業者等から上がってきた事案を、協議会で地域課題として取り上げた。

基幹相談支援センターにおいて、地域の相談支援事業所・障害児相談支援事業所で構成する相談支援連絡会を年４回
開催している。事例検討等を通じて、地域課題の抽出に努め、障害支援協議会 相談支援部会に報告する体制にして
いる。

⑥　地域生活支援拠点等の整備、コーディネーターの配置等、地域生活支援拠点等の整備や機能の充実について検
討・検証を行った。

協議会等開催時に、オンラインでの参加を導入しており、毎回２～３名の参加がある。

③　計画作成だけでなく、サービスにつながっていない人への相談や、障害当事者の悩みや困りごとに寄り添う対応
を行える窓口等がある。

基幹相談支援センターでは、総合相談窓口として障害者と家族・支援者の日常生活全般にわたる相談対応を行ってい
る。

④　ピアサポーターによる相談を受けられる体制を整えている。

区内にはピアサポーターによる相談体制がないことから、令和７年度よりピア活動の必要性について講座を行う等、
ピアサポーターによる相談の有効性について周知を始めている。
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（（２２））地地域域移移行行にに向向けけたた相相談談体体制制（（複複数数回回答答））

現在、区内には地域移行支援を行う一般相談支援事業所はありませんが、基幹相談支援センターを受託する法人が
行っている地域移行支援につなげる体制を整えている。

基幹相談支援センターによる相談支援連絡会における事例検討等を通して地域の相談従事者の育成及び相談の質の向
上を図っている。その他、必要に応じて事業所への訪問指導も行える体制を組んでいる。

⑤　地域の相談支援従事者に対し、助言や指導、検討の場の確保等、支援者支援を行っている。

施設入所中の障害者については、障害者福祉サービスの更新に合わせて施設を訪問し、地域移行の希望等について確認してい
る。又、精神障害者については保健所や基幹相談支援センターが入所・入院先に確認を行い、人数調査や地域移行の希望の把握
に努めている。

④　地域移行を希望した対象者に対し、地域移行支援事業者等の相談支援事業所の支援に繋ぐことのできる連携体制
ができている。

①　障害者支援施設入所者や精神科病院長期在院者等が、地域移行を希望しているか把握している。
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